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⑤施設の特徴的な取組

⑥第三者評価の受審状況

2023/5/1

2024/2/29

令和2年度（和暦）

⑦総評

⑧第三者評価結果に対する施設のコメント

⑨第三者評価結果（別紙）

【特に評価が高い点】

(1)トラウマインフォームドケア

トラウマインフォームドケアに力を入れられています。トラウマインフォームドケアの実践として、個々の子どもの課題や背景に向き合い、
否定せずに理解する事を大切にし、無理強いしない、寄り添う、約束を守る、ゆっくりと穏やかに対応する、課題や困り事を共有する、と
いった取り組みに注力されています。

(2)ストレス配慮による支援の質の底上げ

支援の質の底上げの為に、職員のストレスチェックを特に配慮されています。年3回の面談時はもちろん、普段から職員相互で、ストレスの
蓄積が進んでいないか、相互に気を配る意識付けが行われており、職員のストレス軽減が利用者支援の質にも繋がるため、施設全体の支援の
質の底上げにつながっています。

(3)就労支援、学習支援

子どもたちの実情に合致した、幅広い学習方法の提供が行われています。通学、通信制の導入はもちろん、外部の学習塾との連携による施設
内学習支援、パソコンを利用者た学習支援など、子どもたち個々が取り組みやすい学習方法の選択肢が提供され、社会自立を目指した、就労
支援プログラム・学習支援プログラムでサポートされています。

(4)生活の中での自立への道のり

施設での暮らしは、基本的に家庭での暮らし、生活そのものなので、関わる職員が人間関係のつまずきをすぐに発見でき、交友関係の構築
や、心理的不安定な状況を速やかに見いだし、解決策を一緒に模索するなど、生活そのものが回復過程に結びつけられています。

【さらなる質の向上への余地】

(1)プログラムの効果検証

個々の子どもの課題を踏まえた、様々なプログラムに取り組まれていますが、実施後の検証と次の計画に繫げる部分に拡充の余地があるかと
思われます。効果検証を高めることで、より的確で効果の上がる支援計画作りに取り組む事が期待できます。

(2)記録の明確化

前項にも付随しますが、計画実行やプログラムの実施に対する、成果や進捗状況の記録が弱いと感じられました。明確化していくことで、支
援や計画の精度も向上が期待できるかと思われます。

第三者評価により、様々なご教示をいただき、ありがとうございました。これまでも、子どもの気持ちや背景を理解し、寄り添う支援をしな
がら、かつ各職員もしんどさを抱え込まないよう、組織として対応することを意識してきました。しかし、それを各個人の意識づけだけでは
なく“しくみ”として具体化し、効果検証することや、記録等をどの職員も共有しやすいよう工夫をすること等、課題が明確になりました。
一方で、支援に様々な困難がありながらも、職員が丁寧に関係性を築いていることを評価していただき、感謝しております。今回のご助言を
ふまえ、さらなる支援の質の向上に努めてまいります。

①トラウマ・インフォームドケアの実践
トラウマ理解に基づいた生活支援・心理支援による自己コントロール感の回復(職員がトラウマについての基本的知識を持つ。子どもがトラ
ウマの心理教育を受け、生活の中で対処法を実践する。職員のメンタルヘルスにも配慮する。)
②職業支援・学習支援(自立支援)の実施
就労支援プログラム・学習支援プログラム(業者委託)等により、社会体験・社会参加・社会的自立をサポートする。

評価実施期間（ア）契約日（開始日）

評価実施期間（イ）評価結果確定日

前回の受審時期（評価結果確定年度）



（別紙）

共通評価基準（45項目）Ⅰ　支援の基本方針と組織

１　理念・基本方針

（１）　理念、基本方針が確立・周知されている。 第三者
評価結果

①
1 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 a

【コメント】

２　経営状況の把握

（１）　経営環境の変化等に適切に対応している。 第三者
評価結果

①
2 施設経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 a

【コメント】

②
3 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 a

【コメント】

３　事業計画の策定

（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 第三者
評価結果

①
4 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 b

【コメント】

第三者評価結果（児童自立支援施設）

府の方針・計画に沿った、施設の綱領が定められており、理念基本方針に相当するものとして、大切にされています。理念基本
方針の実現に向けては、支援ガイドラインの中でも、子どもの自立を大切にしたかかわりと支援の提供が具体的に明示されてい
ます。寄り添う支援は、学校生活・施設内生活ともに実践されており、職員の施設基本方針に対する意識の高さが見受けられま
した。

近畿児童自立支援施設協議会、大阪府の児童福祉施設の団体での研修や情報共有で、施設近隣を取り巻く環境が把握され、活動
の参考となっています。堺市子ども若者サポート協議会で子ども若者支援団体と協働されており、市内の状況や動向の共有が図
られています。毎年事業概要の報告がなされており、府担当部署で総合的な管理が行われています。

年度初めに、施設における目標や課題を項目毎に明確にしたシートを作成し、それに沿った運営が為されています。施設全体の
目標や課題を共有して運営する事によって、職員全体での課題の共有や、やるべき方向性の共有が為され、計画実現のための具
体的な取組へとつながっています。各会議で職員全体で検討し課題の解決に向け取り組まれています。

府の計画作成時には、施設側の現状や課題などの聴取があり、施設が抱える課題を踏まえた、施設機能のあり方を基に、作成さ
れています。府の計画には施設が担う役割等が明記されており、それに沿った5年改革で施設運営がなされています。計画の策定
にあたっては、前回の計画の評価を踏まえた検討が行われています。利用形態に合致した改修計画等が策定されています。施設
内のワーキンググループで話し合われた内容を、府の計画の実現のために、施設としての、より具体的な中長期計画として、毎
年の施設計画にも反映させていくことで、整合性や達成率などがわかりやすくなり、より的確になるかと思われます。



②
5 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 a

【コメント】

① 6 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員
が理解している。

a

【コメント】

②
7 事業計画は、子どもや保護者等に周知され、理解を促している。 b

【コメント】

４　支援の質の向上への組織的・計画的な取組

（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 第三者
評価結果

①
8 支援の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。 b

【コメント】

② 9 評価結果にもとづき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改
善策を実施している。

b

【コメント】

府の計画に沿った施設が担う役割の中で、必要とされる受け入れ体制の確保や、一時保護等の支援に取り組まれています。基本
的な方針に基づいた職場チャレンジシートがあり、計画の実現に向けた具体的な取組が行われています。

（２）　事業計画が適切に策定されている。

主要職員が役割に応じた現場意見をくみ上げ、施設全体として検討された内容を基に計画が立案されています。年3回評価見直し
が行われ、計画の実現に向けた取組がなされています。

施設内自治会で、施設事業計画の考え方や目標等が説明されています。家庭復帰に向けた保護者理解促進のためにも、施設の考
えや事業計画等の周知を推進することが望まれます。また、施設とのやりとりに積極的ではない保護者への周知方法、理解の共
有、やむを得ない場合は子ども自身に対する理解の共有拡充が、課題かと思われます。

全体の支援の内容については、多職種で検討するカンファレンスの機会拡充が意識されており、質の向上に繫げられる機会とし
ても機能しています。支援への取組項目の進捗状況については、職員会議等で、評価検討されています。職員個々には、毎年度
施設全体の目標計画として策定される各項目に基づき、職員個人個人の年度目標、課題の設定が為され、上司との面談と評価が
行われています。日常の支援の中で感じられた課題等は、課長会を中心に、都度検討がなされています。全体として、職員個々
の自己評価で発掘された課題や施設全体の課題について、分析検討し、改善へと繫げる仕組みの拡充が望まれます。

把握された課題は文書化され、必要に応じて個々の課題に対するプロジェクトチームを立ち上げる等、職員全体の参画によっ
て、改善に繫げられる取組が行われています。改善策に対する実施状況の評価見直しの整理拡充が望まれます。



Ⅱ　施設の運営管理

１　施設長の責任とリーダーシップ
第三者

評価結果

①
10 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。 a

【コメント】

②
11 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 b

【コメント】

①
12 支援の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している。 a

【コメント】

②
13 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している。 a

【コメント】

（１）　施設長の責任が明確にされている。

職務分掌、事務分掌は、各担当毎に明確化されており、主たる担当のみならず、副担当まで定められ、明文化されています。施
設長は、職場チャレンジシートを通じ、事業計画を具体化し、リーダーシップを持って事業の推進に努められています。有事の
対応について、担当表等は確認できましたが、BCP（事業継続計画）の策定拡充が求められます。

府としての研修が毎年実施されており、研修内容は施設内伝達研修で共有されています。関連する必要なコンプライアンス・規
定は、府の規定並びに府関連部署からの指導、通知等により、把握し取組が行われています。通知内容等については、職員にも
伝達されています。外部との適正な関係は、公務員としての規定を遵守し、不適切と懸念される取引や関係は厳に禁じられてい
ます。施設で可能な範囲は、積極的な取組が確認できました。研修等は、府の規定や運用に制限される部分がありますが、福祉
現業関連の法令遵守に関する十分な研修機会を確保拡充が望まれます。

（２）　施設長のリーダーシップが発揮されている。

子どもに対する支援を、職員積極参加型のカンファレンスでこまめに検討する事によって、現場意思主体による、支援の向上に
繫げられる機会を積極展開されています。職場チャレンジシートを、評価点検するなど、質の向上に関する体制の確立が確認で
きました。職員からも、働きやすい、意見をいいやすい職場であるという意見が確認できました。公立施設であるため、研修計
画は府所管部署からの復命となりますが、今ある委員会や各会議を活用することによる、内部研修の拡充を図ったり、課題と
なった部分の研修等、施設独自の職員研修体制の拡充が望まれます。

運営については、役割毎の会議での意見交換や具申が行われ、施設全体として共有し協議することで実効性を高められていま
す。分析結果については、職員にも共有されています。府の予算執行を踏まえ、予算範囲内で適切に経営を行っています。業務
の実効性の向上のために、年に3回定期的に確保されている職員との面談の場や、各種会議等の活用によって、意識形成や業務実
効性の向上に繋げられています。



２　福祉人材の確保・育成
第三者

評価結果

① 14 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実
施されている。

a

【コメント】

②
15 総合的な人事管理が行われている。 a

【コメント】

① 16 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取り組んでい
る。

a

【コメント】

①
17 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a

【コメント】

② 18 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施
されている。

b

【コメント】

職員個々が年度当初にチャレンジシート項目別の目標設定を行い、中間と期末に評価が行われています。年度当初、中間、期末
には、面談も行われ、上司とのコミュニケーションのもとで、一人一人の目標が明確かつ適切に設定され評価されています。

施設独自の研修計画は、施設の現状に沿った内容を選別し、研修に派遣されています。必要性を認めた研修は、積極的に計画外
でも採用し、職員を派遣されています。理念基本方針、行動規範などに、期待する職員像が明示されています。施設の年間事業
計画において、職員に求める支援の質や方向が明示されています。就業状況、スキルを考慮し、府所管部署より、研修計画が指
定されます。施設内で立案可能な研修については、研修後アンケートを基に次年度の研修計画に反映されています。公立施設で
あるため、大枠の研修修計画は府所管部署からの復命となりますが、施設独自の職員研修体制の拡充が望まれます。

（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

府の福祉部として、各専門職の育成計画・研修計画が策定されており、それらに沿った人材育成がなされています。不足する職
種等の把握も為され、それに対応する計画の必要性も認識されています。職務分掌表には、各職務の担当業務が明示され、副担
当も定められています。

職場チャレンジシートに基づいた個人チャレンジシートが作成され、年に3回職員個別の面談が行われ、処遇や意向意見が聴取さ
れています。職員倫理綱領、行動規範において、期待する職員像が明示されています。人事評価については、期末に当該職員へ
評価結果がフィードバックされています。評価結果は期末手当等に反映され、施設内の人事にも反映される仕組みになっていま
す。

（２）　職員の就業状況に配慮がなされている。

年3回の人事評価と共に、個別面談を行い、意見、意向の把握に努めています。大阪府職員共通の福利厚生制度が適用されていま
す。職員の様子には特に配慮されており、抱え込みによるストレス等の低減に努められています。セルフケアの重要性について
職員全体が意識することで、他の職員のストレス状況にも配慮されるよう、施設内の意識付けが為されています。

（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている。



③
19 職員一人ひとりの教育・研修等の機会が確保されている。 b

【コメント】

① 20 実習生等の支援に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積極
的な取組をしている。

b

【コメント】

３　運営の透明性の確保
第三者

評価結果

①
21 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 b

【コメント】

②
22 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 a

【コメント】

４　地域との交流、地域貢献
第三者

評価結果

①
23 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。 b

【コメント】

施設の考え方や取組方向は、施設パンフレットや第三次大阪府社会的養育体制整備計画にも公表されています。事業概要、ホー
ムページ、広報誌や配布資料等に、施設としての考えや活動などが掲載されています。児童自立支援施設の施設特性上、公開で
きない部分があることは承知していますが、苦情・意見や第三者評価受審結果への改善対応状況など、公開可能な範囲から公表
することで、施設の透明性、取り組む姿勢の向上に繋がるかと思われます。

大阪府会計局の定めによる公会計制度事務マニュアルに沿った運用が為されています。府の所管部署による、事務監査、財務監
査が毎年実施され、課題や問題点があれば厳しく指摘を受け是正する仕組みになっています。施設内の職務分掌では、業務を明
確にし、副担当も設置するなど、機能する役割分担ができています。公立施設ですので、制度上の監査体制、指導体制は確立さ
れていますが、外部からの監査指導は、大阪府の制度下に制限されています。

（１）　地域との関係が適切に確保されている。

地域を活用した、通学や買い物など近隣への外出機会も確保されており、アルバイトも含めた生活の自立へ向けた支援としても
活用されています。関係諸機関に向け広報誌の配布が行われています。堺市子ども若者サポート協議会で子ども若者支援団体と
協働し、市内の状況や動向の共有が図られています。児童自立支援施設の特性上、地域の方々との日常的なコミュニケーション
実施には、困難な面があります。

新規採用職員にはジョブトレーナーを配置し、適切な実務上のトレーニングが行われています。各職員は、毎月開催される会議
などで、課題を抽出し、専門性の向上につながる教育体制が確立されています。府からの計画研修に参加できなかった職員を中
心に、府主催の研修以外にも、外部諸団体主催の研修にも職員を派遣するなど、研修機会の確保に努められています。各職員の
知識、技術水準を、上司等が把握している様子は見受けられ、個別把握できる記録等確認できました。研修計画を含め、施設内
で可能な範囲の、より適切な必要とされる、研修、教育体制を確立する工夫が求められます。

（４）　実習生等の支援に関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

職種に配慮した実習内容の配慮は行われていますが、実習職種別の特性に応じたマニュアルやプログラムの策定には至っていま
せん。今後の整備拡充が望まれます。

（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている。



② 24 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立してい
る。

b

【コメント】

① 25 施設として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行わ
れている。

a

【コメント】

①
26 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。 b

【コメント】

②
27 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。 b

【コメント】

Ⅲ　適切な支援の実施

１　子ども本位の支援

（１）　子どもを尊重する姿勢が明示されている。 第三者
評価結果

① 28 子どもを尊重した支援の実施について共通の理解をもつための取組を行っ
ている。

a

【コメント】

②
29 子どものプライバシー保護に配慮した支援が行われている。 a

【コメント】

学校、堺市子ども若者協議会、光明池福祉エリア協議会、大阪府児童施設部会、子ども家庭センターとの調整会議、地域児童自
立支援施設の連絡会、児童福祉関連施設との連絡会、などへの参加と定期的な情報交換・情報共有が確認できました。

（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている。

近畿児童自立支援施設協議会などに参加し、情報の共有、地域課題、ニーズの把握などに努めています。近隣の児童福祉施設の
会や協議会等にも参加し、積極的な地域の意見交換、情報交換を行っています。地域社会に混在する多様な福祉ニーズの把握
と、施設の特性を活用して地域に貢献出来る取組など、現在の地域課題へ貢献出来る取組の発掘が期待されます。

福祉エリア協議会において、災害時の役割が定められています。地域社会に混在する多様な福祉ニーズの把握と、施設の特性を
活用して地域に貢献出来る取組など、現在の地域課題へ貢献出来る取組の発掘が期待されます。

職員間のカンファレンスで、課題や事例の検討が行われています。職員セルフチェックリスト、児童チェックリストによる点検
が年2回実施され、チェックリストの内容は、集計し、対応並びに課題等について職員間で共有されています。

職員が子どもに接する際は、子ども自身のプライベートスペースを尊重し、無断での入室等も特別の事由がない限り行われてい
ません。子どもへのルールの中で、プライバシーに関する記述があり、説明がなされています。子ども同士のプライバシー配慮
についても言及し、1室2名となる場合は内ドアを設けるなど、子ども同士のプライバシー確保に努められています。

従前は、大学との連携で、大学生ボランティアの参加がありましたが、コロナ禍の制限下において、中断されています。制限緩
和に伴い、可能な範囲からのボランティア受け入れ再開が予定されています。

（２）　関係機関との連携が確保されている。



① 30 子どもや保護者等に対して支援の利用に必要な情報を積極的に提供してい
る。

a

【コメント】

② 31 支援の開始・過程において子どもや保護者等にわかりやすく説明してい
る。

b

【コメント】

③ 32 支援の内容や措置変更、地域・家庭への移行等にあたり支援の継続性に配
慮した対応を行っている。

b

【コメント】

（３）　子どもの満足の向上に努めている。
第三者

評価結果

①
33 子どもの満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。 b

【コメント】

①
34 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 b

【コメント】

苦情解決システム運営要領に沿った、苦情解決の仕組みが形成されています。意見箱が設置され、実際に意見箱への投函もあり
ます。毎月、第三者委員が施設を訪れ、希望者は、第三者委員と直接話をすることができるなど、苦情相談を受け付ける仕組み
環境作りが為されています。取り上げられた内容は、職員間で共有され支援の質の向上へと繋げられています。苦情内容の公開
には至っていないので、より施設運営の透明性と、真摯な取組を明らかにする施設運営のためにも、公開の手順作りが望まれま
す。

（２）　支援の実施に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

入所時にリーフレットを使って説明を行い、要支援者の状況に応じて、説明の方法や伝え方等、わかりやすいように作るなど、
個別で丁寧な説明が行われています。見学や体験入所の機会もあり、理解した上での入所に繋げられています。措置という特性
上、子どもや保護者に対して、より内容がわかりやすく、施設の考えや方針が伝わるような、資料や説明のさらなる工夫に期待
されます。

入所時の面談や、子どもと一緒に作成する子ども自身の個別目標計画では、押しつけではなく、現在の状況の理解を踏まえた上
で、自らが実現可能な目標設定を促すなど、生活の自立に向けた意識を養う取組と、子どもの理解を促進する取組が行われてい
ます。中学卒業後の子どもたちが対象のため、スマートフォンやアルバイトなど生活が安定した上で必要になるもののルールに
ついても、施設内でとられているステップ制の仕組みと共に、説明されています。計画は、半期で見直し面接を行い次の計画へ
と繋げられています。書面を嫌がる子どもへの理解の促進を図ると共に、よりわかりやすい伝え方、課題共有の仕方等の工夫が
求められます。

アフターケア実施要領があり、必要な社会資源と連携しながら、アフターケア実施計画が作成されています。子どもについての
確認書（引き継ぎ書）が作成され、子ども個々の個人ファイルの一番上に綴じられるなど、当時の担当職員が転勤した後も、後
任の職員が一目でわかるような工夫がなされています。利用終了者からの電話相談も少なくなく、継続した支援が提供されてい
ます。退所のしおり的な文書による明示が望まれます。

毎月男女別に開催されている、子どもたちの自治会が、職員もオブザーバーとして参加し、子どもの意見や要望を聞き取る場に
もなっています。自治会運営は、司会、書記は子どもが行うなど、子どもたちの主体的な活動の場となっています。自治会で発
出された子どもたちの意見や要望については、その場で回答できるものは、すぐに返し、検討が必要なものは、職員間で検討
し、次の自治会で回答するようにされています。定期的な意見聴取の機会確保と、意見を誰もが言いやすい仕組みの拡充が望ま
れます。

（４）　子どもが意見等を述べやすい体制が確保されている。



② 35 子どもが相談や意見を述べやすい環境を整備し、子ども等に周知してい
る。

a

【コメント】

③
36 子どもからの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 a

【コメント】

（５）　安心・安全な支援の実施のための組織的な取組が行われている。 第三者
評価結果

① 37 安心・安全な支援の実施を目的とするリスクマネジメント体制が構築され
ている。

b

【コメント】

② 38 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備し、
取組を行っている。

a

【コメント】

③
39 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている。 b

【コメント】

２　支援の質の確保

（１）　支援の標準的な実施方法が確立している。
第三者

評価結果

①
40 支援について標準的な実施方法が文書化され支援が実施されている。 b

【コメント】

受け入れ・退所時・日常業務の、マニュアル・フローチャート等が整備されています。施設独自の支援ガイドラインが定められ
ています。定期的な仕組みとして、標準的な実施方法の実施状況を確認出来る取組の拡充が望まれます。

入所の際、複数の相談先について説明されています。月1回の第三者委員来訪時には、話がある子どもは、希望で個別面談するこ
とができ、実際に30分から1時間くらいの面談になることもあるなど、積極的な活用が行われています。精神科医による医療相談
の時間も確保され、希望があれば相談可能な体制が確立されています。苦情と意見の切り分けはなく、一体として処理されてい
ます。

運営要領やマニュアルは、業務改善プロジェクトで検討されています。振り返り日誌を活用し、子どもと職員間の意思疎通や、
ちょっとした相談・意見の交換交流が行われています。

ヒヤリハットは報告書は当事者が作成し、システム上に報告されています。ヒヤリハットの内容は、日々の引継ぎでもタイム
リーに共有されています。リスクマネジメント全般に関する研修の拡充、定期的に検討される組織の設置等が望まれます。

感染症発生時に、業務継続に必要な最低職員数もマニュアルに記載されており、細かな想定を織り込んだマニュアルの整備がな
されています。隔離が必要な場合に備え、研修棟を使って生活できるように改修が行われ、隔離生活可能な隔離スペースの確保
が行われています。感染予防に関する、子どもへの研修、職員の研修も行われています。看護協会からの派遣訪問による実地点
検助言等も行われています。

備蓄食料はリスト化され、賞味期限や使用期限を含めて管理され、整備されています。危機管理マニュアルにより、指揮命令系
統が定められ（第1から第4まで）対応体制が確立しています。BCP（事業継続計画）の整備拡充による統合的な体系の確立と、安
否確認方法の拡充が望まれます。



②
41 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。 b

【コメント】

①
42 アセスメントにもとづく個別的な自立支援計画を適切に策定している。 b

【コメント】

②
43 定期的に自立支援計画の評価・見直しを行っている。 b

【コメント】

① 44 子どもに関する支援の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化さ
れている。

b

【コメント】

②
45 子どもに関する記録の管理体制が確立している。 b

【コメント】

  

職員会議含め議事録等はネットワーク保存されているので閲覧共有が可能になっています。支援の実施状況は、業務日誌に記入
され、毎日の引継ぎ（朝礼）では業務日誌を読み上げて共有されています。児童相談所とのやり取り内容も記載されています。
あとで個人ファイルに転記することで、記録の個人管理ができています。全体会議は月一回。基本的に全員参加で行われ、棟会
議も月一回行われています。男子スタッフ会議、女子スタッフ会議は月一回ですが、必要に応じた随時の開催が行われていま
す。総括会議が月一回行われています。モニタリング記録の拡充が望まれます。

大阪府の管理規定に準拠し、適切な保管や管理が為されています。改正施行の個人情報保護法に適合する細部の改訂、見直し等
が求められます。

標準的な実施方法については、職員からの提案等を踏まえて、会議で検証見直しが行われています。委員会やワークグループを
整備し、定期的に検証・見直しが行われる体制の拡充が望まれます。

（２）　適切なアセスメントにより自立支援計画が策定されている。

アセスメントシートは入所後すぐに心理職が作成します。作成されるアセスメントシートは、内容の把握がしやすい様式であ
り、職員の援助や計画に反映されています。生活場面での子どもとの関わりからアセスメントを行うなど、子どもの背景や実情
に合わせた取組が行われています。子どもとの面談によって、目指したい自己像をイメージし、それに近づくために今後どのよ
うな取組が必要かを、子どもと一緒に整理することで、押しつけの計画ではなく、子ども自身も主体的に考え、実行に結びつけ
ていく計画の策定プロセスが確立されています。計画の評価見直しに結びつく、客観的な記録の拡充が望まれます。

年に1回、子ども家庭センターと話し合いが行われています。カンファレンスの都度、レジメが作成されています。計画見直しや
本人のゴールに寄与できるような、記録内容の整理拡充が望まれます。

（３）　支援の実施の記録が適切に行われている。



内容評価基準（25項目）

Ａ－１　子どもの権利擁護、最善の利益に向けた支援

（１）　子どもの権利擁護 第三者
評価結果

①
A1 子どもの権利擁護に関する取組が徹底されている。 a

【コメント】

② A2 子どもの行動制限等は、その最善の利益になる場合にのみ適切に実施して
いる。

b

【コメント】

③ A3 子どもに対し、権利について正しく理解できるよう、わかりやすく説明し
ている。

a

【コメント】

①
A4 子どもに対する不適切なかかわりの防止と早期発見に取り組んでいる。 a

【コメント】

① A5 子ども自身が自らの生活を主体的に考え、営むことができるよう支援して
いる。

a

【コメント】

マニュアルが整備されており、年2回職員のセルフチェックの機会が設けられています。日々の業務引継時に、業務日誌上の表現
について、権利擁護上問題がないかチェックを行い、必要に応じた助言によって、不適切な関わり防止に努められています。定
期的な研修の拡充が行われると、さらなる支援の質の向上に繋がるかと思われます。

（３）　子どもの主体性、自律性を尊重した日常生活

毎月の自治会活動が、子どもたち自身が主体的に考える機会となっています。自立に向けた生活実習室があり、調理を習得でき
るように実習の機会が設けられています。バーベキュー、イベント遠足等、子どもたち自身が主体的に取り組む機会も、毎年確
保されています。心理支援の中で生活技能訓練を行い、生活習慣や生活技術の習得に向けた支援が行われています。自立に向け
た、進学や社会生活で必要な事を、ロールプレイを通じて強化できるように取り組まれています。

毎月子どもと第三者委員の面談機会が確保されており、相談しやすい環境作りが行われています。職員も第三者委員に積極的に
相談を行うなど、支援内容や取組について、検証されています。施設内で宗教的な行事は行われておらず、個々の子どもの進行
に合わせた配慮事例も確認できました。被措置児虐待防止委員会が設置されており、評価検討されています。

子どもの行動制限等は、規程に基づき、子どもたちにも予め説明されたルールに沿った運用が行われています。行動制限の運用
時は、管理職の許可が必要であり、職員が子どもと話し合いながら進めることが基本とされています。規程やルール、マニュア
ル等の必要に応じた見直し等は行われていますが、定期的な仕組みとしての確立が望まれます。

権利ノートやしおりを活用し、子どもにわかりやすい説明が行われています。理解に課題のある子どもには、具体例を挙げた説
明を行ったり、視覚化して説明するなどの工夫が行われています。

（２）　被措置児童等虐待の防止等



①
A6 子どもが安定した生活を送れるよう退所後も継続的な支援を行っている。 a

【コメント】

Ａ－２　支援の質の確保

（１）　支援の基本 第三者
評価結果

① A7 子どもと職員の信頼関係を構築し、家庭的・福祉的アプローチを行ってい
る。

a

【コメント】

②
A8 子どもの協調性を養い、社会的ルールを尊重する気持ちを育てている。 a

【コメント】

③
A9 自らの加害行為に向き合うための支援を行っている。 a

【コメント】

① A10 食事をおいしく楽しく食べられるよう工夫し、栄養管理にも十分な配慮
を行っている。

b

【コメント】

人とのかかわりについては、早めに介入し孤立を防いだり、いじめにまで発展しないように努められています。アルバイト等社
会経験上の機会に触れる場合には、必要なスキルや留意点等についても説明されています。職員自身が、子どもたちにとっての
社会的ルール・協調性の見本となる言動であるべく意識した支援の提供に努められています。

対人関係の距離感の違いや、場面にあわせた対応の課題を指摘し、加害の原因に繋がる行動の抑制と防止を習得できるよう配慮
されています。問題行動は時間をかけて聞き取りをしたり、場合によっては様子を見ながら対応方法に留意されています。面接
を繰り返し、安心な場所、相手と認識した段階で、過去の犯罪の内容に振り替える機会を設けられています。職員間のチームで
方向性を協議したり、子ども家庭センターとの情報交換・情報共有も行われています。

（２）　食生活

季節に応じた食べ物や、郷土料理などの提供も行われています。年3回程度、職員間で給食会議があり、定期的にメニュー作りの
意見交換や、喫食率を上げるための検討が行われています調理実習を行っており、予算範囲で買い物をする時間を作り、自立し
た際のやりくりや知識を得られる機会となっています。共有スペースのキッチンで、自分の食べたいものを食べる事ができ、共
有の調理器具を貸出ししています。栄養面を含めた指導の拡充が望まれます。

（４）　支援の継続性とアフターケア

担当者を定め1年間フォローが行われています。定期的な訪問や連絡など、必要に応じた支援の提供に努められています。実際に
退所児童から相談電話もあり、生活していく上でのちょっとした疑問や相談等にも、丁寧に対応されています。

自立に向けた生活習慣の習得のため、行政手続きや医療面には基本子ども一人で行くようにされてますが、不安そうな場合は同
行支援を行っています。同行支援時には、いろいろな話をする事で、他の課題や現状の把握にも努められています。



① A11 衣服は清潔で、体に合い、季節に合ったものを着用し、衣習慣を習得で
きるよう支援している。

a

【コメント】

② A12 居室等施設全体が、子どもの居場所となるように、安全性、快適さ、あ
たたかさなどに配慮したものにしている。

a

【コメント】

③
A13 スポーツ活動や文化活動を通して心身の育成を支援している。 a

【コメント】

① A14 医療機関と連携して一人ひとりの子どもに対する心身の健康を管理する
とともに、異常がある場合は適切に対応している。

a

【コメント】

② A15 身体の健康（清潔、病気等）や安全について自己管理ができるよう支援
している。

b

【コメント】

①
A16 性に関する教育の機会を設けている。 b

【コメント】

感染症に備えた、隔離した居室が用意されています。植木や花は、状態に配慮し整備するよう努められています。共有スペース
の日常的な清掃は、当番を決めて子どもが職員と共に行うようなっています。テレビを見るなどの共用スペースがあります。部
屋を内ドアで仕切り2人で使用する場合は、睡眠時間等に配慮し、登校時間に応じた組み合わせなどに配慮されています。

ナイトプログラムとして、児童の要望に応じ、パソコンルームの使用や楽器の演奏ができる環境が整備されており、思い思いの
時間を過ごせるようになっています。通学先のクラブ活動への参加を支援し、子どもの活動の選択肢を拡充されています。外部
講師を迎えた絵画プログラムも導入されています。

（４）　健康管理

定期的な健康チェックは通学児は各学校で、通学していない子どもは嘱託医が担当しています。体調不良時は受診を促し、必要
な場合は同行支援を行われています。服薬は職員が管理し、確実な服薬に繋げられています。女子は、体調管理、メンタル面の
状況チェックが行われています。嘱託の精神科医の訪問が月２回あり、必要に応じた往診や、職員から子どもの相談を行うこと
でスーパービジョンを受けています。一時保護所の看護師が兼務で、必要に応じた支援の提供が行われています。

身だしなみについて、気づいたことは職員が声掛けし配慮を促しています。寝具はリースによる月2回の交換が行われています。
自立後の生活に向け、日常生活の身だしなみが身につくよう支援されています。理美容は毎月1回確保されており、提携理美容院
以外の選択も、予算範囲内で可能です。基本的な知識の周知拡充が望まれます。

（５）　性に関する教育

（３）　日常生活等の支援

年2回衣類購入の機会が確保されています。衣類は持ち込みも可能で、日々の管理は子ども自身で行われています。衣類の修繕時
は職員と共に行う事もあり、習得に向けた支援が行われています。露出の多いものや、場面に不適切な服装は注意を促し、場面
にあわせた適切な着衣の指導が行われています。子ども自身のアルバイト代では自由に買い物をすることができますが、年2回の
施設としての衣類購入の機会では、予算内で買い物をするという習慣づけに繋げられています。



① A17 施設内の子ども間の暴力、いじめ、差別などが生じないよう徹底してい
る。

b

【コメント】

②
A18 子どもの行動上の問題に適切に対応している。 a

【コメント】

①
A19 必要な子どもに対して心理的な支援を行っている。 b

【コメント】

①
A20 施設と学校の緊密な連携のもと子どもに学校教育を保障している。 b

【コメント】

②
A21 学習環境を整備し、個々の学力等に応じた学習支援を行っている。 b

【コメント】

（８）　学校教育、学習支援等

義務教育修了後児童のみが対象施設であるため、直接の学校教育は実施されていません。子どもたちは、一般の高等学校への通
学、通信制高校での就学等が行われており、施設では個々の子どもの就学状況にあわせた学習支援の提供ができるよう配慮され
ています。

学校からの連絡で、忘れ物や提出物の情報を受け、必要に応じた指導や声掛けが行われています。学習ボランティアは活用され
ていませんが、学習塾との連携での、学習支援が行われています。各種検定類の受検推進に取り組まれています。直接の学校教
育は実施されていないため、通学先や在籍高等学校等との連携、後方支援が主体になっています。（施設入所対象が中学校卒業
相当以上と設定されています）

性に関する教育は、具体的な内容でに伝えられており、相談に対しても個別ケースに沿った具体的な対応努められています。母
子センターから講師招いて女子児童に対しての研修が実施されています。男子に対しては、子ども家庭センターが性教育を担当
されています。総合的なカリキュラムの拡充が望まれます。

（６）　行動上の問題に対しての対応

子どもたちの自治会の中で、話し合いが行われ、自発的な課題解決やルールの確認、改善が行われています。個別ケースについ
ては、都度、適切な対応が図られていますが、職員の質の底上げのためにも、児童の問題行動等についてのマニュアル拡充が望
まれます。

緊急時対応マニュアルが整備されています。必要に応じて児童相談所を交えた話し合いやケースカンファレンスを行うなど、原
因を探り、解決へと導かれています。外部講師を招いて事例検討を行うなど、支援技術の向上に努められています。職員は「い
つでも話を聴く」姿勢を日頃から示すように留意されています。問題行動があれば、なぜこうなったかを一緒に考えるように
し、なぜここに居るのかを考える時間を持てるように配慮されています。

（７）　心理的ケア

緊急時対応マニュアルが整備されています。必要に応じて児童相談所を交えた話し合いやケースカンファレンスを行うなど、原
因を探り、解決へと導かれています。外部講師を招いて事例検討を行うなど、支援技術の向上に努められています。プログラム
実施後の評価・見直し等の仕組み拡充が望まれます。



③ A22 作業支援、職場実習や職場体験等の機会を通して自立に向けた支援に取
り組んでいる。

b

【コメント】

④
A23 進路を自己決定できるよう支援している。 a

【コメント】

①
A24 親子関係再構築等のため、家族への支援に積極的に取り組んでいる。 a

【コメント】

①
A25 地域の子どもに対する通所による支援を行っている。 c

【コメント】

退所を迎える高校3年生相当の子どもには、自立に向けた児童相談所との連携で、外出や外泊を短時間から始めるなどの取組が行
われています。実体験から子ども自身が選択できる機会の提供に努められています。外出時に保護者との関係が上手くいかな
かった時は、聞き取りやフォローを行ない、退所後の生活について話し合われています。児童相談所での判定を伝えてもらった
上で、施設内での生活ぶりや、保護者への想いを伝えたり、変化を伝えたりして繋ぐように努められています。直接的には、措
置期間である児童相談所が家族調整を行いますが、可能な範囲で、保護者に説明等を行われています。

（１０）　通所による支援

大阪府の事業方針として施設毎の役割と業務を明確にされており、当該施設に通所支援機能は想定されていません。通所支援未
実施施設に適用される評価判断基準の規定によりc評価となります。

施設内での作業プログラムはありませんが、近隣事業所での職場見学や体験受入などの取組が行われています。実社会でのアル
バイトも希望により行われており、現実の就労として、社会性を養うため、必要な後方支援が行われています。また、必要に応
じたアルバイト先との連携や話し合いも行われることがあります。作業カリキュラムや、就労先確保の拡充が望まれます。

高校の進路指導と連携した、進路選択の提供が行われています。通学していない子どもは、職業支援でフォローされています。
施設外処遇として、外泊訓練が行われることもあります。職場体験実習やハローワークへの登録など、通常の就労支援も行われ
ています。進学希望者には、オープンキャンパスや受験へのサポート、奨学金等、必要な情報提供も行われています。

（９）　親子関係の再構築支援等


